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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

大橋興産株式会社所有ベル式２２２Ｕ型ＪＡ９６６６（回転翼航空機）は、昭和６２ 

年１２月１６日人員輸送のため飛行中、テール・ロータ・ギアボックスが脱落し、０９ 

時００分ごろ、福岡県八女市大字今福のぶどう畑に不時着して横転した。

同機には、機長ほか５名が搭乗していたが死傷者はなかった。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和６２年１２月１６日、運輸大臣から事故発生の通報 

を受け、当該事故の調査を担当する主管調査官及び１名の調査官を指名した。

1.2.2　事故機の製造国である米国から、国家運輸安全委員会と連邦航空局の代表及 

び顧問が事実調査に参加した。



1.2.3　調査の実施時期

昭和６２年１２月１８日～１９日 現場調査

昭和６２年１２月２２日～

昭和６３年２月２０日 テール・ロータ・ブレードの調査

昭和６３年２月２４日 テール・ロータ・ギアボックスの分解調査

昭和６３年３月１日～

昭和６３年３月４日 米国ベル社における以下の試験及び調査

（１）テール・ロータ・ブレードのチップ・ 

ブロック接着試験等

（２）テール・ロータ・ギアボックス及び 

テール・ロータ・ブレードの設計・ 

製造過程における品質保証記録等の 

調査

1.2.4　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ９６６６は、昭和６２年１２月１６日、福岡空港を出発し、佐賀県鳥栖市真木 

町字赤江の場外離着陸場（以下「鳥栖ヘリポート」という。）を経て、熊本県飽託郡北部町 

の場外離着陸場（以下「熊本ヘリポート」という。）まで飛行する計画であった。

同機は、０８時１１分に福岡空港を離陸後、順調に飛行し、０８時１６分に鳥栖ヘ 

リポートに到着した。到着後の整備士の外部点検では、同機に異常はなかった。

同機は０８時４５分に熊本ヘリポートに向けて、鳥栖ヘリポートを離陸した。 

機長によれば、その後事故発生までの経過は以下のとおりであった。

０８時５８分に福岡ＡＥＩＳ（航空路情報提供センタ）と交信したときには、同 

機は、機首方位１７０度で順調な水平飛行を行っていた。

その直後機長は、機体の後方で「ドドン」という鈍い音を聞き、若干の振動を感 

じたが、それらは一時的なものであって、間もなく通常の状態になった。そのと



き同機は、高度約１，１００フィート、速度１３０ノット、メイン・ロータ・トル 

ク８０パーセントで水平飛行中であった。

約５秒後、機首が若干左に向いているように感じたので、右ラダーを踏んだが、 

反応はなく、ストッパまで踏み込んでもラダーは効かなかった。このとき、同機 

の注意灯及び警報灯は点灯していなかったが、不時着を決意して、不時着場を探 

したところ、右手下方に空き地を発見したので、緩い右旋回で、その場所に同機 

を向けつつ降下を開始した。このとき、エンジンは正常に作動していた。

機長は、コレクティブ・ピッチ・レバーを最低位置まで下げ、両方のスロット 

ルを絞り、同機をオートロテイションの状態にした。

同機は、徐々に速度が減少して８０ノット程度になったが、機首が振られるこ 

ともなく、ラダー以外のコントロールには異常がなかった。

対地高度約１５メートル、速度約５０ノットのときに、スロットルを開き、エ 

ンジンをかん合状態にするとともに、降下率を減少させるため、若干のコレクテ 

ィブ・ピッチ・レバー上げ操作をしたが、この時点で、機首が右に向く傾向はな 

かった。

対地高度が約５メートル、速度が約３０ノットになったときに、同機は緩やか 

に右旋転を始めたので、機長はサイクリック・コントロール・スティックを左前 

方に当てて、旋転を止めようとしたが効果はなく、一刻も早く着陸することを考 

え、コレクティブ・ピッチ・レバーを下げた。

その直後、同機は激しく右に旋転、右側に横転した。このとき、両方のエンジ 

ンとも作動していたので、横転後スロットルを絞り、エンジンを停止させた。

同機のテール・ロータ・ギアボックス（以下「ギアボックス」という。）及びテール・ロ 

ータ・ブレードは不時着現場の北北西約５７０メートルの林間で発見された。

事故発生時刻は、０９時００分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

死傷者はなかった。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度 

大破



2.3.2　航空機各部の損壊の状況

ギアボックスがスリーブ・フランジ部分から脱落

メイン・ロータ 折損 

メイン・ロータ・マスト 屈曲 

テール・ブーム 折損 

テール・スキッド 脱落 

ランディング・ギア 変形 

バーティカル・フィンの後縁部 損傷

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報 

ぶどう畑及び植木園に被害があった。

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ３９歳

事業用操縦士技能証明書 第３７５８号 昭和４６年５月２１日

限定事項 回転翼航空機

ベル式４７型 昭和４６年５月２１日

ヒューズ式２６９型 昭和５１年１月７日

ヒラー式UH-12E型 昭和５３年４月４日

アエロスパシアル式ＡＳ３５０型 昭和５６年１１月１９日

ヒューズ式３６９型 昭和５６年１２月２３日

アエロスパシアル式ＡＳ３５５型 昭和６１年６月１０日

ベル式２２２型 昭和６２年７月１３日

第一種航空身体検査証明書 第１２５３０２３６号

有効期限 昭和６３年３月１日

総飛行時間 ４，７２７時間１１分

同型式機による飛行時間 ６３時間４０分

最近３０日間の飛行時間 ３５時間３１分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ベル式２２２Ｕ型



製造番号 ４７５６３

製造年月日 昭和６２年６月４日

耐空証明書 第東６２－４５１号

有効期限 昭和６３年１０月１２日

総飛行時間 ９２時間１０分

１００時間点検（昭和６３年

１２月１２日実施）後の飛行時間 ２時間５０分

2.6.2　燃料及び潤滑油

燃料は航空燃料ジェットＡ－１、潤滑油はエアロシェル・タービン・オイル５６０ 

で、いずれも規格品であった。

2.6.3　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は７，７８９ポンド、重心位置は２５１．４インチと推算さ 

れ、いずれも許容範囲（最大離陸重量８，２５０ポンド、事故当時の重量に対応する 

重心範囲２４７．５～２５８．０インチ）内にあったものと認められる。

２．７　気象に関する情報

機長によれば、事故当時における現場付近の天候は、天気 晴れ、視程 １０キロメ 

ートル以上、風向北西、風速約３メートル／秒、気温８度Ｃとのことであった。

２．８　事実を認定するための試験及び研究

2.8.1　ギアボックスの分解調査

部品番号 ２２２－０４２－０１１－７

製造番号 Ａ－２６７

製造年月日 昭和６２年６月４日

製造会社 ベル・ヘリコプター・テキストロン社

総使用時間 ９２時間１０分

（１）ギアボックス本体からアウトプットクイル組立てが完全に分離していた。

（２）ギアボックス・アウトプットクイル組立てのスリーブ・フランジが破損し、 

本体のスタッド部分にちぎれたフランジがナットに固定されたまま残ってい 

た（写真１参照）。



2.8.2　テール・ロータ・ブレードの調査及び試験

部品番号 ２２２－０１６－００１－１１１

製造番号 Ａ２７５（以下「Ａブレード」という。）

Ａ２８０（以下「Ｂブレード」という。）

製造時の接着保証試験実施年月日 昭和６２年１月２９日

製造会社 ベル・ヘリコプター・テキストロン社

総使用時間 ９２時間１０分

2.8.2.1　事故当時のテール・ロータ・ブレードの状況

（１）２枚のテール・ロータ・ブレードのうち、Ａブレードはチップ・ブロック 

が抜け出しており、Ｂブレードは先端がちぎれて中ほどから折れ曲がってい 

た（写真２及び写真３参照）。

（２）Ａブレード外板のチップ・ブロックを接着している部分の接着剤表面の大 

部分は、滑らかであった（写真４及び５参照）。

また、この滑らかな部分の一部には条痕が認められた（写真６参照）。

2.8.2.2　ベル社における試験及び調査状況

（１）ベル社において、Ａ及びＢブレードの製造過程について、記録に基づいて 

調査したが、チップ・ブロックの抜け出しに至る要因となると考えられる事 

項は見いだせなかった。

（２）同一時期に製造されたテール・ロータ・ブレードのチップ・ブロック接着 

強度について引張り試験を実施したが、十分な強度を有していた（試験ブレ 

ード：製造番号Ａ２８１）。

（３）同一設計にて製造されたテール・ロータ・ブレードについて、前縁に衝撃 

を加え、引張り試験を実施したが、十分な強度を有していた（試験ブレード： 

部品番号２２２－０１６－００１－１０１・製造番号ＡＴＲＯ５８７８）。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい



た。

3.1.2　ＪＡ９６６６は、有効な耐空証明を有し、調査結果から、事故発生まで異常 

はなかったものと推定される。

3.1.3　事故当日の気象状況は、事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.4　同機のギアボックスはテール・ロータ・ブレードとともに不時着地点の北北 

東約５７０メートルの林間で発見されたことから、同ギアボックスは飛行中に脱落 

したものと認められる。

3.1.5　ラダーのコントロールが不能になったのは、ギアボックス及びテール・ロー 

タ・ブレードの脱落によるものと考えられる。

3.1.6　ギアボックス本体に残っていたスリーブ・フランジの破面の状況から、ギア 

ボックスの破損は、過大な外力が加えられたことによるものと推定される。

3.1.7　ギアボックスが脱落した原因としては、テール・ロータの回転が動的に不安 

定となり、ギアボックスのスリーブ・フランジに過大な荷重が加わったことが考え 

られる。

3.1.8　テール・ロータの回転が不安定になった原因としては、同ロータ・ブレード 

に何かが衝突したことがきっかけとなったことが考えられる。

3.1.9　ベル社におけるテール・ロータ・ブレードの製造過程についての記録の調査 

からは、Ａブレードのチップ・ブロックを接着している部分の強度について問題は 

認められなかった。しかしながら、当該部分の接着剤表面が滑らかであったことか 

らは、接着の強度が十分でなかった可能性も考えられ、このことが、テール・ロー 

タの回転が動的に不安定になったことに関与したとも考えられる。

3.1.10　ギアボックス脱落後、速度が１３０ノットから３０ノットに至るまでの間、 

同機の方向安定性が、おおむね保たれていたのは、ヨーイングに対するバーティカ



ル・フィンによる空気力の作用の効果によるものと推定される。

3.1.11　バーティカル・フィン下部の後縁部分にある損傷（写真７参照）はその形状 

から、テール・ロータ・ギアボックスが脱落した際に、テール・ロータ・ブレード 

が接触したことによるものと推定される。

４　原因

本事故は、同機のテール・ロータ・ギアボックスが脱落し、同機のテール・ロータ 

によるヨー・コントロールが不可能になったことによるものと認められる。

同ギアボックスが脱落したのは、テール・ロータの回転が動的に不安定となり、テ 

ール・ロータ・ギアボックスのスリーブ・フランジに過大な荷重が加わったものと推 

定される。



付図１　推定飛行経路図



付図２

引張り試験によるチップ・ブロック部分の破壊状況図及び写真



写真１

テール・ロータ・ギアボックスの破損状況

写真２
林間にて発見されたギアボックスの 

アウトプット・クイル組立て 

及びテール・ロータ・ブレード



写真３

テール・ロータ・ブレード翼端部

写真４

Ａブレード翼端部のチップ・ブロック接着部分



写真５

Ａブレード翼端のチップ・ブロックが 

接着されていた部分

写真６ Ａブレードのチップ・ブロックが抜け出すときに 

付いたと思われる条痕



写真７

ギアボックスのアウトプット・クイルが脱落するときに、 

ブレードとバーティカル・フィンと接触したと推定される部分

写真８

現場検証時に照合しているところ


